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山中永之佑†名誉教授に聞く
― 大阪大学の思い出 ―（2）

中　尾　敏　充‡・菅　　　真　城 ・阿　部　武　司

学部長時代に地検特捜部の捜査

中尾　本来，先生のご専門等を含めてお話を聞
くという項目を設けなくてはいけないのです
が，この「聞き書き・わが国における法史学の
歩み（四）―山中永之佑先生にお聞きする―」

（『同志社法学』第 57 巻第 2 号，2005 年）にお
いて，すでに先生はそれらについて詳しく語っ
ておられますので，今回は阪大の学部長時代と
か，あるいは教育研究について特にお話しする
ことがあれば，お伺いしたいと思います。
　先生は，昭和 58（1983）年 4 月 1 日から 60
年 3 月 31 日の 2 年間，法学部長，法学研究科
主任として務めておられるわけですが，この間
いろいろな事項について取り組まれておられま
す。この 50 周年の写真集（『大阪大学法学部
50 周年記念アルバム』大阪大学法学部，1998
年）を見ますと，58 年度から 3 年次編入制度
というのを導入されていますし，従来の大学院
は研究者養成が基本だったわけですが，それと
は別にＢコースというのを設ける取り組みと
か，あるいは比較法文化論講座を設置された
り，ブリティッシュ・コロンビア大学法学部と

学術交流協定を結ばれるなど。
　そういうことが先生の学部長時代に行われて
いるのですが，それ以外も含めまして，何かこ
の間，取り組まれた点で重要だと思われるこ
と，ご苦労されたこと，あるいはこういう所が
今後改革を進めるうえで重要ではないかとお気
付きの点がありましたら，それも含めてお話し
いただければと思います。
山中　私が法学部長の時の一番大きな衝撃とい
うのは，昭和 59 年 6 月 19 日に法学部が大阪地
検特捜部の捜査を受けたことです。これは，い
までもよく覚えています。
　ちょうど火曜日だったと思います。当時，阪
大の経理部長が，結果的にはワープロの機器を
購入するのに汚職をしていたとの容疑で，大阪
地検特捜部が法学部に捜査に入ったんですね。
　それはどういう経過かと申しますと，研究室
でゼミをしていましたら，庶務掛長がトントン
と研究室のドアをノックして入ってこられて，
青い顔をして口を“パクパク”動かしておられ
るんですが，何を話されているのかよく分から
ないんです。何事が起きたのかと思いました。
ゼミの学生も変に思っているようでした。これ
は何か大変なことが起こったに違いないと感じ
ましたので，ひとまず「研究室の外で話を聞き
ましょう」と言って外に出ました。まず庶務掛
長が言われたのは，「行政監察が入りました」

2010 年 8 月 4 日
於　大阪大学大学院法学研究科長室

（大阪府豊中市）
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ということでした。行政監察って何のことか，
その瞬間はまったく分かりませんでした。
　いまの法学部長はそういうことになっている
のかどうか分かりませんが，当時，阪大法学部
長は充て職として行政監察局の委員になってい
ましたので，私は法学部長になった途端に行政
監察局の委員会に出席しました。そこで行政監
察局の幹部職員になっていた小学校時代の同窓
生に会ったんですね。彼は何かあったら相談に
きてくれと言っていたものですから，それを思
い出して「行政監察でしたら，その人に相談し
てみるからあまり心配しないでください」と言
うと，「いや，違うんです」と言われるんです
ね。「どういうことですか」と尋ねますと，地
検特捜部が捜査に入って，いま捜索して，いろ
いろなものを押収していると言われるんです
ね。「ええっ」とびっくりしました。
　学部長というのは法学部の責任者ですので，
早速，法学部長室へ行ってみると，地検特捜部
の係官らしき人たちが，学部長室のいろんな書
類を箱に詰めているんですよ。捜索差押許可状
といった令状を学部長に渡してもらう必要があ
るのではないかと思ったので，「なぜ責任者で
ある学部長にそういう令状を渡すように地検特
捜部の人に言わなかったのですか」と言うと，

「いや，もう受け取ってしまったんです」と。
それで「事務長はどこへ行っていますか」と言
うと，「本部へ行っています」と言われるんで
すよ。
　私はその時，ちょっと大きな声を出していた
んでしょうね。私がそういうふうに言ったら，
地検の人が来られまして，検事だったかな，よ
く覚えていませんが名前を言われました。そし
て「学部長がおられたんですね。知らずに庶務
掛長に令状を渡して，こういうことを始めたの
はすみません」と言われたと思います。それで

「何の容疑ですか」と聞くと，「経理部長のワー
プロ機器購入に当たっての汚職の容疑で，法学
部の教員がそういうことにかかわっているかも

しれないので」というようなことを言われまし
たね。
　というのは，「ワープロ機器を購入するとい
うことを教授会で決議していますから」という
ようなことを言われたので，私はとっさにこう
いうことが頭にひらめきました。慌てふためい
ている時に，自分でもよく言えたなと今でも思
うのですが，「教授会では，ワープロを教育機
器として購入するということは決めました。し
かし，特定の会社のワープロ機器を購入する
ことを決めたわけではありません。したがっ
て，その特定の会社と法学部の教員が関係して
いるとは毛頭考えられません。ですから，法学
部の教員に容疑があるというようなことは絶対
にないと思います。そのつもりで捜査してくだ
さい」と申しました。そうしたら「分かりまし
た」というように，その地検の人は言っておら
れたと記憶しています。
　そこで，直ちに緊急の教授懇談会を開きまし
た。その時，学部長としてどういうことを言っ
たらいいのだろうかと頭の中を整理してみて，
きっと阪大の法学部の教員にいろいろな問い合
わせなどがマスコミ等からくるに違いないと思
いました。それで，そういう時に，各教員がば
らばらに対応したらとんでもないことになるお
それがあるから，教授懇談会では，どんな問い
合わせなどがあっても，マスコミへの対応は絶
対にやめてくださいとまず申しました。それか
ら，私が責任を持ちますから対応の窓口を一つ
に，つまり，私だけにしてくださいと申しまし
た。そのようなことだけを決めて，その日の教
授懇談会は解散したと思います。
　そうしたら，明くる日の某新聞に，法学部の
教授懇談会がどういう雰囲気で，どういうこと
を決めたかという記事が載ったんですよ。私は
びっくりしておかしいと思いましたね。これは
誰かから洩れたに違いないと思ったんです。そ
うしたら，ある教授からその日の夜だったか電
話がかかってきまして，「すみません，学部長。
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話しました」と言われるんですね。そういうこ
とが一つありました。
　それからもう一つは，法学部に地検特捜部が
捜査に入った日の深夜に，山村雄一総長から私
に電話がかかってきました。その時に山村総長
は，「大変なことが起きましたね」とまずおっ
しゃいました。そして，やはり医学部の先生で
すね，「法学部からは縄付きは，出ないでしょ
うね」と言われました。「それは私は出ないと
思います」と申しました。「法学部の教員です
から，そういうことはガードが堅いと思ってい
ますし，そもそも教育機器としてのワープロを
購入することは決めましたが，具体的に何々会
社のワープロを入れるというようなことは決
めたことはありません」と申しました。「君，
責任を持ちますか」とおっしゃいましたから，

「もちろん責任を持ちます」と申しました。
　そうしたら山村総長は，経理部長の名前を挙
げられて，「おそらく責任は彼だけにあると思
うから，彼だけの責任ということにして事を処
理してください」とおっしゃいました。総長
は，事務局長は「うろがきて」という言葉を使
われましたかね。慌てふためいてという意味だ
と思いますが，「うろがきているのでうまく処
理できません。だから，まず法学部長がしっか
り対処してください。今，私は東京のホテルか
ら電話しているんです」とおっしゃいました
ね。それで「分かりました」というような話し
合いが総長との間でありました。
　そこで私は某大新聞社の社会部のデスクをし
ていた親しい知り合いに，「いま阪大法学部の
危機です。私は法学部長として責任を果たさな
くてはなりません。私は阪大法学部のことは，
すまないけど貴方には話しません。けれども，
貴方の知り得た情報は許される限り全部知らせ
てください」と，随分虫のいい話ですが頼みま
した。そうしたら，その人は「分かりました」
ということで，次々と，例えば地検特捜部の捜
査がどこまで進んでいるかというようなことを

含めて，新聞社で得ている情報を教えてくれま
した。
　その情報からすると，もともと地検は大阪府
の水道部の汚職を捜査していて，そのために北
新地のクラブなんかを調べていたところ，阪大
の経理部長が北新地のクラブで派手に飲んでい
るという情報を得たらしいのです。当時，北新
地のクラブで，阪大の経理部長の給料で派手に
飲めるはずがないということになり，水道部の
汚職とともに，そっちの方にも捜査の目がいっ
たと。それでいろいろ調べてみたら，ワープロ
機器の購入に関して汚職があったことが分かっ
たようだということでした。
　この事件は，おそらく法学部が発端ではな
かったかと思いますが，他の学部に飛び火した
と思います。結果，刑事被告人になったのは経
理部長だけで事は済みましたが。それが法学部
長当時の大きな事件でした。
　ただ山村総長について申しますと，医学部の
方なのに非常に文科系のことにも理解がある立
派な総長でした。度胸もありました。一つ，二
つ例を申しますと，部局長会議で，研究棟を建
築していた学部の部長さんが，文化財が出てき
て，その発掘調査のために建築が遅れて困っ
ていると報告されました。途端に山村総長は，

「大学というのは文化財を守ることも使命の一
つです。しかも文学部の先生方は，手弁当で努
力されて発掘に従事されています。そういう方
の苦労を考えずに，そのような発言をされるの
は学部長として適切でありません」というよう
な趣旨のことをおっしゃいました。当時，文学
部長は黒田（俊雄）先生だったと思いますが，
黒田先生も感心されていましたね。
　それから度胸があると思ったのは，いまも
やっておられるのか知りませんが，年末に部局
長と評議員が一緒になって忘年会をやるので
すが，その冒頭まず山村総長が立ち上がって，

「今年は本当に大変な年でした。しかし，われ
われはまったく悪くなかったんだから大いに飲
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んでください。私が全責任を持ちますから」な
んておっしゃって，カラオケを歌い始められま
した。これは度胸のある先生だなと思いました
ね。
　だから，そういう事件の起きた時の処理の的
確さというんですか，迅速さというんですか，
そういうものを持っておられました。それから
先ほども話しましたように，文科系にも非常に
理解があって，一定の卓見を持っておられまし
た。私はこのような総長の時代に学部長をさせ
ていただいたことを有難く思っています。

3 年次編入

山中　それから 3 年次編入の制度のことです
が，これはやはり 1 年次から阪大にいる学生だ
けではなくて，3 年次から他の大学の学生も入
れて，つまり，新しい血を学部に入れて活性化
させるというような意味が一つありますね。
　それからもう一つは，学部には，学生数を増
やしたいという要求がありました。しかし，新
入生から増やすのは，教養部が受け入れること
のできる人数にも制限があるので難しいんで
す。それで，3 年次に編入するのであれば，一
定の学生が増やせるというような事情もあった
のではないかと思います。3 年次編入は，私の
前の学部長である覚道豊治先生の時の教授会で
決まっていて，文部省の了承を得て，私が学部
長の時に初めて実施されたのだと思います。

大学院にＡ，Ｂコース制導入

山中　それと大学院にＡコース，Ｂコースとい
うのができたのは，いまでもそうかもしれませ
んが，大学院の定員というのはなかなか満たな
いですね。しかし，大学院は必ずしも研究者養
成だけではなく，大学院を修了して一般の社会
人になることを考えてもいいのではないかとい
うことで，研究者養成のＡコースと，Ｂコース

として研究者にならずに，いわば大学院を修了
した後に社会人になって一般の企業に就職する
というようなことも考えてよいのではないか。
当時は企業の方でも，そういうニーズが出てき
ているからということで始まったのです。関経
連（関西経済団体連合会）などからも，そうい
う意見が出されていたのではないかと思いま
す。
　それから大学院の定員を満たすということ
は，やはり大学の社会的責任でもあると思うん
ですよね。大学院を国から，つまり国民の税金
で設置してもらっていて，定員に満たないよう
な人数の学生を教育しているというようなこと
では，大学として社会的責任を十分に果たして
いないという理由もあったのではないかと思い
ます。

比較法文化論講座の増設

山中　比較法文化論という講座ができたことで
すが，基礎法の講座は，いまはかなり充実して
きていると思いますが，当時は基礎法の講座は
法理学と日本法制史，西洋法制史の 3 つしかな
かったので，もう一つぐらい増やしてもいいの
ではないかということになって，いろいろと案
が出されました。その時に案として現代法論と
か，第三世界法政論とか，いろいろな名称が出
ましたけれども，結局，比較法文化論という名
称が最も実定法の方にも理解してもらいやすい
ということになりました。講座の設置に関して
は，私の親しい友人で，大学院生の時の研究仲
間でもあり，当時文部省におられた阪大法学部
出身の斉藤諦淳さんが，いろいろとアドバイス
してくださったので，たいへん助かりました。
　比較法文化論という講座名を考え出されたの
は，矢崎光圀先生です。先生はアメリカの大学
のカリキュラムにも非常に詳しくて，コンパ
ラティブ・リーガル・カルチャー（comparative 
legal culture）という講義科目がハーバード大学
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のロースクールにあるから，これがいいんじゃ
ないかということで，それを和訳して比較法文
化論という名称を考え出されたんです。日本の
大学で，比較法という名称の講座はあったと思
いますが，比較法文化論という名称で講座が設
置されたのは，阪大法学部がおそらく初めてで
はなかったかと思いますね。
　ですから，人事もかなり苦労しました。いろ
いろな方に私も交渉しましたが，最終的には，
これも矢崎先生の発案で，田中茂樹さんという
関西学院大学で法哲学の教授をされていた方を
迎えました。比較法文化論の講座の初代教授と
して田中さんを迎えるため，私が職務上，関西
学院大学へ割愛願いに行きました。

学術協定

山中　それからブリティッシュ・コロンビア大
学法学部との学術協定のことですけれども，こ
れも矢崎先生が非常に努力されました。学術協
定を結んだ時には，ブリティッシュ・コロンビ
ア大学から，わざわざ学部長クラスの方も来ら
れたのではないかと思いますが，法学部長室で
調印をしました。調印後，教授会用の会議室で
ブリティッシュ・コロンビア大学の先生方と阪
大の法学部の教員と懇談をしたのですが，その
時，私は学部長として，礼儀上ご挨拶も兼ねて
英語でスピーチをしました。阪大法学部が他の
大学との学術協定を結んだのは，おそらくこの
コロンビア大学法学部との協定が最初ではな
かったかと思います。
中尾　マギール。
山中　マギールは，もうちょっと後だと思いま
す。それは教授会の記録を見ていただいたら分
かると思いますが。
　今申しましたように，外国の大学との学術協
定を結ぶのには，矢崎先生が非常に貢献されま
した。
中尾　そうですね，マギールは 62 年になって

います。
山中　一番早いでしょう。
中尾　そうですね，ブリティッシュ・コロンビ
ア。
阿部　この協定は学生の交換も含みますか。
山中　ええ，学生も含めてです。中尾さんと一
緒に出席したのですが，カナダのモントリオー
ルで国際歴史学会があった時に，中尾さんが教
授になられたばかりの時かな。まだなられてい
なかったかな。
中尾　どうでしたかね。教授になっていたかと
思います。
山中　なられたばかりの時だと思う。私が阪大
で停年を迎えて，追手門学院大学へ就職した年
ですけど，中尾さんと一緒にモントリオールの
国際歴史学会に行きまして，帰りにブリティッ
シュ・コロンビア大学へ行きました。その時に
万博の大阪館がブリティッシュ・コロンビア大
学に寄贈されていて，そういうのを見たり，ブ
リティッシュ・コロンビア大学の中を見学しま
した。人類学の博物館があって，そこで教育も
行われていたようで，非常にいい大学だと思い
ましたね。
　ブリティッシュ・コロンビア大学の法学部へ
留学した人も何人かおられるのではないかと思
いますが。
中尾　松井（茂記）さんが。
山中　松井さんが行きましたね。今，彼はブリ
ティッシュ・コロンビア大学の比較憲法の教授
をされているのかな。それから国際政治学の馬
場伸也教授のお弟子さんの中村都さん（現追手
門学院大学経営学部教授）も行かれたのではな
いですかね。
中尾　中村さん，ああ，そうですかね。マギー
ルではなくて。
山中　マギールではありません。行かれたのは
ブリティッシュ・コロンビアです。留学費用
は，阪大の地元の豊中にあるロータリー倶楽部
からもらった奨学金でまかなったと言っておら
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れたけど。
中尾　そうですね。3，4 年前，竹中（浩）さ
んが確か 1 年間行っていましたね。

研究の思い出

中尾　それでは，次の項目についてご質問をさ
せていただきます。山中先生は昭和 32（1957）
年 4 月に助手になられて，平成 4（1992）年 3
月に退官されます。35 年間法学部に所属され
ているわけで，この間にいろいろな研究をされ
ていますが，その中でいくつか印象に残ったよ
うなものを。もともと官僚制については，第 1
回目の藤田賞を受賞されていますけれども，そ
ういうことも含めましてお話しいただければと
思います。
山中　これは私自身のことですね。
中尾　そうですね。
山中　分かりました。中尾さんが先ほど指摘さ
れた，岩野英夫・中尾敏充「聞き書き・わが国
における法史学の歩み（四）―山中永之佑先生
にお聞きする―」であまり話していない研究の
うち印象に残っているものについてお話し致し
ます。話の関連でややダブルところがあるかも
しれませんが，ご容赦ください。私自身のこと
について申しますと，もちろん指導教授だった
熊谷（開作）先生のご指導を受けたということ
は一番大事なことです。しかし，先ほども申し
ましたように，大阪大学では，歴史学関係の点
についていえば，「近代大阪の歴史的研究」に
象徴されるように，文学部，経済学部の先生方
とも，いろいろなかたちで共同で研究もし，教
えられもしました。
　これも先ほど申しましたが，例えば文学部で
は梅溪昇先生，黒田俊雄先生，経済学部で言え
ば宮本又次先生，作道洋太郎先生，原田敏丸先
生，そういう方々とお付き合いをして共同研究
をさせていただいて，いろいろな研究会に出席
して，法制史だけではなく，歴史学，社会経済

史学についていろいろな教えを受けることがで
きました。何を質問しても，皆さんから快く答
えていただけたし，黒田先生，作道先生，熊谷
先生とは伊丹市史を，梅溪先生とは和歌山県史
を，黒田先生とは羽曳野市史も，また作道先生
とは新修大阪市史も一緒にさせていただいて，
折に触れ，いろいろなことを教えられました。
特に作道先生や梅溪先生とは，史料調査も一緒
にさせていただきました。こういった自治体史
の編纂に携わる中で，史料の読み方も含めて，
皆さんからいろいろな点で教えられたことがた
くさんありましたね。
　和歌山県史では，阪大文学部出身の小山仁示
さん（現関西大学名誉教授），阪大大学院経済
学研究科出身の高嶋雅明さん（現和歌山大学名
誉教授），藤田貞一郎さん（現同志社大学名誉
教授），上川芳実さん（現京都学園大学教授）
も一緒でした。羽曳野市史では，阪大文学部出
身の北野耕平さん（神戸商船大学名誉教授），
田中文英さん（現佛教大学教授），藪田貫さん

（現関西大学教授），村田路人さん（現阪大大学
院文学研究科教授），山中浩之さん（現大阪府
立大学教授），阪大大学院法学研究科出身の秋
元みゆきさんも一緒でした。新修大阪市史で
は，阪大で同僚だった高田敏さん（現阪大名誉
教授），小山さん，高嶋さん，阪大文学部出身
の服部敬さん（現花園大学名誉教授），原田敬
一さん（現佛教大学教授），阪大大学院法学研
究科出身の中尾（敏充）さん，森一貫さん（現
関西外国語大学教授），白石玲子さん（元神戸
市看護大学助教授）も一緒でした。
　また井上薫先生（阪大名誉教授）に誘われ
て，堺市制百年史の編纂（委員長）もしまし
た。この編纂には宇田正さん（阪大文・法学部
出身，現追手門学院大学名誉教授），布引敏雄
さん（阪大文学部出身，現大阪観光大学名誉教
授），服部さん，白石さん，坂本忠久さん（現
千葉大学教授），三阪佳弘さん（現阪大大学院
高等司法研究科教授）など，阪大出身者が多数
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携わりました。坂本さん，三阪さんも阪大大学
院法学研究科の出身です。このほかには，高槻
市史や和歌山市史の編纂にも携わりました。高
槻市史では藪田さん，中尾さんも一緒でした。
和歌山市史では，高嶋さん，阪大文学部出身の
小田康徳さん（現大阪電気通信大学教授）も一
緒でした。
　このように，先ほども申しました「近代大阪
の歴史的研究」に象徴されるような法文経の歴
史学関係の方々との共同研究を通じて，またそ
こから発展して自治体史の編纂に携わることに
よって教えられた点も非常に多かったというこ
とが一つです。
　また，法制史というのは，基本的にはオール
ラウンドをやらなくてはなりません。ですから
民法とか行政法とか，あるいはその他いろいろ
公私法全般にわたって目配りしなくてはいけな
いということで，法学部の各実定法の先生方に
いろいろな教えを受けることができたと言う点
も，非常に良かったと思います。
　それから助手になって間もなく，先ほども話
しましたように，小野木常先生を中心とする
マックス・ウェーバー著の『法社会学』の輪読
会に入れていただいて勉強させていただいたと
いう点も，非常に印象に残っています。研究の
上で，ドイツ語文献を翻訳するというかたちで
読む機会が少ない日本法制史という学問をして
いる私にとっては，非常にありがたいことでし
たし，そのことから官僚制について，マック
ス・ウェーバーの考え方を学ぶことができたと
いうことでも，研究を進めていくうえで非常に
恩恵を受けるところが大きかったと思っていま
す。
　また，先ほどお話ししました利谷信義さん，
向井健さんとはじめた共同研究は，その後も続
いていまして，私が昭和 44（1969）年 4 月か
ら 2 年間，東大社会科学研究所の非常勤講師を
させていただいた時も，3 人で共同研究をやり
ました。その時，社研所長をしておられた潮見

俊隆先生や利谷さんが親しくしておられた法社
会学の渡辺洋三先生とも知り合いになりまし
た。特に渡辺先生とは，阪大に法社会学の講師
に来てくださっていた利谷さんの後任に渡辺先
生に来ていただいたこともご縁となって，先生
が主宰された「現代土地法制の綜合的研究」の
研究会に参加して，他の優れた研究者からも多
くのことを学ぶことができました。その成果
は，拙稿「現代土地法の歴史的位置づけ―戦
前日本の土地政策と土地法―」（渡辺洋三・稲
本洋之助編『現代土地法の研究』上，岩波書
店，1982 年）となっています。渡辺先生から
は，著作からはもちろん，お会いする度毎に研
究者としてのあり方も含めていろいろと教えら
れ，叱咤激励されました。たいへん残念なこと
に先生は，平成 18（2006）年に亡くなられま
したが，戒能通厚・原田純孝・広渡清吾さんた
ちが編集された渡辺先生の追悼論集『日本社会
と法律学―歴史，現状，展望―』（日本評論社，
2009 年）に拙稿「植民地帝国日本における内
地・朝鮮・台湾統治法の比較研究―1920 年代
の地方制度を焦点とする国民統合の視点から
―」を寄稿させていただくことができました。
これは，平成 19 年 9 月に台北の中央研究院で

「植民地の比較研究」をテーマとして開かれた
国際学会からの依頼で行った私の報告「日本帝
国の朝鮮と台湾における植民地統治法と内地
統治法の比較研究―地方制度を焦点として―」

（山中永之佑著，蔡秀美訳，蔡慧玉校修「殖民
地統治法與内地統治法之比較：以日本帝国在朝
鮮與台湾的地方制度為中心的討論」台湾史研究
14 巻 4 期，中央研究院台湾史研究所，2007 年）
の，いわば前史的研究に当たるものです。戦後
の日本近代法史研究の中でほとんど行われてこ
なかった重要なテーマだと思いますので，今も
研究を続けております。ただ退職後，研究を続
けることは容易ではありません。幸い私は，中
尾（敏充）さんや三阪（佳弘）さんなどのほ
か，同志社大学，関西大学，近畿大学，大阪経
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済法科大学，四天王寺大学，高岡法科大学など
の何人かの方々に助けられ，文献の蒐集につい
てもお世話いただいて，感謝しております。
　それからまた，福島正夫先生からお誘いを受
けて参加した「家」制度研究会や後藤靖・乾昭
三・下山三郎・色川大吉・永井秀夫先生らの

「統治機構研究会」でも，ほんとうに多くのこ
とを学びました。拙著『日本近代国家の形成と

「家」制度』（日本評論社，1988 年）は，「家」
制度研究会でご指導を受けたところが大きいで
すし，先ほど話しました拙著『日本近代国家の
形成と官僚制』は，統治機構研究会で教えられ
たところによるところも大きいと思っていま
す。
　ですから，私が学んだ場は，法文経の歴史学
関係の方々との共同研究や法学部や私が所属す
る法学関係・歴史学関係の学会だけではありま
せん。他にも，先にお話ししましたような地方
自治体史の編纂を通じて，日本全体の地方制度
史についても，研究を深めることができたと
思っています。私の研究では，官僚制史ととも
に地方制度史が大きなテーマになっています
が，そのきっかけをつくっていただいたのは，
1962（昭和 37）年度の毎日学術奨励金を受け
ました，熊谷（開作）先生，武井正臣先生（現
島根大学名誉教授），神谷力先生（現愛知教育
大学名誉教授）との共同研究「日本近代法と

『村』の解体」（その成果は同じ題目で，4 人の
共著として，1965 年に法律文化社より出版）
と黒田先生や作道先生に誘われて編纂に携わっ
た最初の自治体史である伊丹市史でした。
　伊丹市史が始まったころは，市も財政的に豊
かなころで，東京へ史料調査に行くという費用
を，かなり潤沢に出してくれたんですね。です
から，市史編纂に必要な地方制度史の研究のた
めに東京へ史料調査に行ったのですが，ついで
に官僚制にかかわるもの，官僚制と地方制度と
いうのは関係が深いわけですから，地方制度史
だけでなく官僚制史についても市政専門図書

館，国立公文書館，国立国会図書館で調べるこ
とができたということも，官僚制史の研究を深
める点で非常に良かったと思っています。

藤田賞，その後

山中　このような調査を行えたからこそ，藤田
賞をいただいた私の最初の著書『日本近代国家
の形成と官僚制』（弘文堂，1974 年刊，1977 年
再版）を書くことができたと思っています。藤
田賞は，地方財政学の権威であった藤田武夫先
生から寄贈された基金（後には東京大学の佐藤
進先生が寄贈された基金も加えられました）に
よって地方財政や都市問題など，地方自治に関
する研究を奨励するため設けられたもので，そ
れらの研究の優れた著書 1 点，論文 3 点以内を
対象に，昭和 49（1974）年以来毎年授賞され
てきました。私の著書は，その第 1 回の賞を受
けたのです。拙著は，主として明治 11（1876）
年の地方 3 新法（郡区町村編成法・府県会規
則・地方税規則）を基軸とする国家体制を官
僚制といった視点から分析・検討したもので
す。それは自由民権運動を弾圧した明治国家の
地方統治法・地方統治機構の研究としての意義
を持っています。3 新法体制の時期には，戦前
の日本国家の特徴である統帥権の独立，教育立
法における勅令主義の慣行＝治教権の独立，地
方統治を担当する内務省や内務官僚優位の体制
が，萌芽的ながら制度として出揃っています。
拙著では，このような点も指摘しています。拙
著が藤田賞を受賞したのは，今話しましたよう
な論点が評価されたからだと思っています。授
賞式には論文の部門で受賞された阪大大学院法
学研究科出身の石川一三夫さん（現中京大学教
授）と一緒に出ましたが，藤田武夫先生や亀
卦川浩先生がいろいろと私たちに質問された
りして，たいへん緊張して答えたことをよく覚
えています。
　この『日本近代国家の形成と官僚制』のほか
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に，地方自治体史の編纂から得られた史料や
知見をもとに，地方制度史関係の書物を 4 冊

（『日本近代国家の形成と村規約』木鐸社，1975
年・『近代日本の地方制度と名望家』弘文堂，
1977 年・『日本近代国家と地方統治―政策と法
―』敬文堂，1994 年・『近代市制と都市名望家
―大阪市を事例とする考察―』大阪大学出版
会，1995 年）ばかり書きました。
　これらの著書に加えて，中尾さんや，今，文
学研究科の教授をしておられる飯塚一幸さんら
と一緒に，戦前の地方制度関係の立法史料を集
大成した史料集『近代日本地方自治立法資料集
成』1～5（弘文堂，1991～1998 年）を出しま
した。その後，この『資料集成』に書きました
解題をまとめて，戦前日本の地方制度史を概観
した拙著『日本近代地方自治制と国家』（弘文
堂，1999 年）も出版しました。
　その他，明治期の和歌山県や堺県の法令集

（『和歌山県史』近現代史料（1）～（3），和歌
山県，1976～1979 年・『堺県法令集』1～4，
羽曳野市，1992～1995 年）や兵庫県川辺郡の
公報（『兵庫県川辺郡役所編集・川辺郡公報』

（上）（下），伊丹市，1981 年）なども出すこと
ができました。これらはすべて自治体史編纂に
携わらなかったらできなかった仕事だと思って
います。自治体史の編纂に携わったおかげで
す。

教員としての姿勢

山中　それから，質問事項には，学生の質の変
化というようなことも入っていましたね。阪大
の学生には嫌な感じを与えられる，勉強してい
ないなという感じの学生はあまりいなかったと
いう印象があります。ゼミでも学生に非常に親
しく接してもらって，中尾さんも参加されてい
ましたけれども，学生自身が積極的にゼミ旅行
なども計画してくれましたね。阪大を停年に
なってから追手門学院大学へ就職した最初のこ

ろもそのような学生がいました。ですから，阪
大のころと追大に就職した初めのころは，学生
の質の変化をあまり感じるようなことはなかっ
たと思います。それ以後は，徐々に変わって
いったようには思いますが。
　ただ，私が思うのは，学生に接するために大
切なことは，自分自身が魅力ある研究をしてい
なければならないということです。それはどう
いうことかと申しますと，大学の教員は，皆さ
ま方に申し上げるのは釈迦に説法で恐縮なんで
すが，自分の研究の成果の一部を学生に講義し
ているにすぎないと思うのですね。その意味
で，研究成果の蓄積という氷山の一角を講義し
ているんです。だから，この先生はよく研究し
ているか，していないかということは，よほど
不勉強な学生でない限り，その先生の講義を聴
いていれば分かるんです。
　ですから，どんなに難しい講義であっても，
その先生の非常に深い研究の成果の蓄積の一端
を話してくださっている，講義してくださって
いるということであれば，学生のほうは魅力あ
る講義だと，その講義が必ずしも十分に分から
ない場合であっても，やはり先生に質問して，
分からないところを教えてもらわなければなら
ないなという感じを，学生は受けるのではない
かと思います。
　ですから，いい学生と接することができる
ためには，自分がいい研究をしている，学生
にとっても魅力ある研究をしようという姿勢
が，やはり大学教員には必要ではないかと思い
ます。それは研究者として当然なことなのです
が，研究者に必要なことではないかと私自身は
思っています。私は，自省の意味も込めて，い
つもそのように心掛けています。
　自分が指導している学生に，勉強しろ，研究
しろと言っても，まず自分が研究しないと，先
生が研究もしていないのに，なぜ学生の私にそ
んなことを言うんですかということになりま
す。例えば学生から質問を受けても，「それは
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調べてきて答えます」というのでは，学生に失
望感を与えるのではないかと思います。私たち
が宮本又次先生や作道洋太郎先生，原田年丸先
生や梅溪昇先生，黒田俊雄先生，熊谷開作先生
に質問しても，直ちに答えてくださいました
ね。私が親しくさせていただいた先生は，皆さ
んがそうでした。このようなことがあって，あ
あ，立派な先生だなと思う。特に慎重に答えな
ければならないような難しい問題は別として，

「ちょっと待ってください。調べてきて答えま
す」というようなことを言わないような，学生
や若い研究者をがっかりさせることのないよう
な研究者にならなければならないと，自省の意
味を込めて思っています。

学術会議会員

中尾　後ほど公文書館関係でお話しいただきま
すけれども，日本の学界関係ということであり
ますと，日本学術会議の会員を 3 期されていま
す。特にご記憶に残っているようなことをお話
しいただければと，思います。
山中　それは大いにありますね。私は阪大法学
部出身者では最初に学術会議の会員になったと
思います。私の後では松岡博さん（現帝塚山大
学）がなられました。ただ阪大法学部の先生の
中では，既に高田卓爾先生が学術会議の会員に
なっておられたのではないかと思いますが。私
が会員になった時には，中野貞一郎先生も学術
会議会員になられたと思います。私がなった時
は，学会で選挙されて学術会議に出ました。任
期は各期 3 年で，3 期までしかできないことに
なっていました。今は選出方法も任期も違うよ
うですが。
　学術会議会員は，昭和 63（1988）年 7 月か
ら平成 9（1997）年 7 月まで 3 期，9 年間務め
ましたが，私が初めに感じたことは，学術会議
というのは学術会議用の略語があるんだという
ことでした。例えば第 5 常置と言えば第 5 常置

委員会を指すのだというような具合です。です
から最初，学術会議で話されていることは，ど
ういう内容のことを話しているのか正確に理解
するのに，しばらく時間がかかりました。
　それから，学術会議で私が非常に良かったと
思うことはいろいろあります。常々著書で読ん
だり，書店で著書を見たりしているような先生
とお会いできて直接話ができたということです
ね。それは理科系の先生とも同じことで，よく
新聞やテレビなどで見るような先生とお話しで
きるということです。文科系について言えば，
例えば東大の大石嘉一郎先生とは，地方制度史
に関して，先生と私の意見が食い違っているよ
うな問題について率直に話ができたというよう
なことですね。そういう点で，学問的には非常
に高名で著書などを読ませていただいているけ
れども，日常接することができない先生と話が
できるということが一つ印象にありますね。ま
た，中野先生と阪大でお会いしていた時より
も，もっと親しくお話しできて，いろいろと教
えていただくことができたことです。拙著『幕
藩・維新期の国家支配と法―官僚制・兵制・
村・家・婚姻を主題とする―』（信山社，1991
年）も，中野先生と学術会議でお話ししている
時に，勧められて出すことになったんです。中
野先生のおかげです。
　それから学術会議には，各部毎に，夏部会と
いう会合があって，夏期に，例えば北海道なら
その地区の大学にお願いして，会場などの世話
をしてもらって会議します。同じ宿に泊まって
議論したりもしました。普段よりざっくばらん
な議論ができたと思います。夫人同伴が奨励さ
れていましたので，懇親会などは和やかな雰囲
気でよかったですね。私たちが会議をしている
間，夫人たちは世話をしてくださった大学の方
たちに案内されて，見学などをしていました。
夫人の費用はすべて自己負担です。学術会議で
は，私が会員の時は，新幹線の交通費も普通運
賃と特急券の費用だけで，指定切符の費用も支
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給されませんでした。学術会議は会議も多く，
会員は結構多忙で，たいへんな仕事です。今も
私が会員だった頃と同じような状態だとすれ
ば，もっと会員の待遇を改善すべきだと思いま
すね。
　私は，学術会議では第 2 部（法律・政治部
門）に属していましたが，任期中，委員会は主
に第 5 常置委員会という所に属し，委員長（平
成 6 年 7 月～平成 9 年 7 月）もしました。これ
は，主に学術情報に関する委員会です。その中
には公文書館もテリトリーに入っていましたの
でたいへん勉強になりました。

公文書館との関わり

山中　私は，学術会議会員になる以前から，宮
本又次先生と作道洋太郎先生に誘われて，大阪
府の公文書館をつくる委員会の委員になって，
公文書館を基本構想からつくっていく仕事をい
たしました。それはなぜかと申しますと，最
初，私が公文書館の設置準備委員になった時，
座長は宮本又次先生，委員には作道洋太郎，阿
部泰隆（神戸大学），勝部元（桃山学院大学），
小山仁示（関西大学―阪大文学部出身），村上
義弘（大阪府立大学），毛利敏彦（大阪市立大
学）の各先生のほか，府の片岡重治郎人事委員
会委員長など 3 人の方々がおられ，私も含める
と 11 人の委員構成でした。それで，宮本先生
は，私に「とにかく，これだけ人数がいれば，
なかなか意見がまとまらない。山中君，小委員
会でもつくって，山中君の所で基本構想をまと
めてくれませんか」と頼まれたからなんです。
それで，いまここにおられる中尾さんとか，広
川禎秀さん（大阪市立大学），芝村篤樹さん

（桃山学院大学）のほか公文書館担当の高田常
三郎法制文書課長など，府の職員の方々にも
入っていただいて小委員会を設け，そこで公文
書館の基本構想を作るという作業をしました。
　ですから，大阪府の公文書館に関しては，そ

ういう経緯から最初からずっと関わりを持って
いました。昭和 57（1982）年 7 月から大阪府
公文書館問題専門家研究会委員とその小委員会
の委員長，昭和 61 年 8 月からは大阪府公文書
館運営懇談会委員，平成 10（1998）年 8 月か
らはその懇談会の座長を務め，現在に至ってい
ます。
　大阪府公文書館は，既に府政情報室に統合さ
れ，現在，さらに情報公開と窓口一本化が計画
されています。こうなると公文書館的な機能は
残っても，公文書館という名称はなくなるかも
しれません。たまたま，一本化の話が出た時の
府政情報室長の岩田教之さんが阪大法学部出身
だったのと，現在も直接担当されている情報公
開課長の村田守男さんが阪大経済学部出身なの
で，大阪府公文書館運営懇談会としても，せっ
かく，宮本又次先生や作道洋太郎先生たちのご
尽力によってできた公文書館ですので，公文書
館の名称は是非残して欲しいと強く要望してい
るところです。Archivesを公文書館あるいは文
書館というのは，わが国では既に定着している
呼び方ですので。また，公文書館という名称は
一つのシンボルとして，その名称によって設置
されている施設があってこそ，内容の充実も図
れると思います。府の公文書館運営懇談会の委
員には，阪大文学部出身の山中浩之さん（大阪
府立大学教授）もおられ，2010 年の 8 月から
は，阪大大学院法学研究科博士課程出身の林真
貴子さん（近畿大学准教授，現教授）も委員に
就任されました。私も山中さん，林さんや他の
委員の方々と協力して頑張って，公文書館の充
実に努めたいと思っています。
　大阪府公文書館については，歴史学関係の団
体や府会議員の方々の中にも，たいへん関心を
持っておられる方々がおられます。府の公文書
館の今後のあり方が審議された大阪府公文書館
の運営懇談会には，歴史学関係の団体の方々や
阪大法学部出身の堀田文一府会議員や芹生幸一
府会議員も傍聴に来られました。歴史学関係の
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団体からは，公文書館の充実についていくつか
要望書も出されています。
　大阪府の公文書館が今後どうなっていくか
は，国立公文書館長の高山正也さんや阪大経済
学部出身で国立公文書館理事の山崎日出男さん
も心配しておられ，いろいろと助言していただ
きました。山崎さんは元内閣府大臣官房審議官
として公文書管理法の制定にあたって事務方の
責任者（内閣官房公文書管理検討室長）も務め
られました。阪大出身者が公文書館に関係して
活躍しておられることは喜ばしいことだと思っ
ております。
　それと，どういうことで国立公文書館に関係
するようになったのか記憶は定かではないので
すが，おそらく私の記憶では，中野目徹さんと
知り合いになったことが，国立公文書館の仕事
をお手伝いするようになったきっかけではな
かったかと思います。私は先ほど申しましたよ
うに伊丹市史の仕事，あるいは和歌山県史など
の自治体史編纂の仕事で，よく国立公文書館に
行きました。当時は少なくとも毎月 1 回は行っ
ていましたね。
　菅野弘夫さんが国立公文書館長をされていた
頃だと思うのですが，私が公文書館で文書史料
を見ていたら中野目さんがやってこられまし
て，「山中先生ですか」と言われたんです。「何
か用事ですか」と言うと，私の著書を読んだこ
とがあると話されるんですね。その時，中野目
さんは公文書館の専門職員で，たまたま閲覧室
の受付におられたんです。
　そういったことで中野目さんと仲良くなった
ことがきっかけで，私は，国立公文書館から頼
まれて「歴史研究と公文書館―日本近代法史研
究を中心として―」という題目で小講演をしま
した。この講演記録は『北の丸―国立公文書館
報―』22 号（1990 年）に載っています。
　その前後の頃から，いろいろな国立公文書館
の委員をしたのではないかと思います。菊池光
興館長の時には，有識者会議の委員もしまし

た。公文書館の専門職員の養成課程の講座の講
師・運営評価委員会委員などもしました。その
時に，菅（真城）さんは，私の名前を知られた
のだと思うのですが。
　このように，私は国立公文書館の仕事をお手
伝いしてきたのですが，その過程で逆に公文書
館の方々からいろいろなことを教えられる，ま
た公文書館のことを勉強せざるを得ないという
状況になりましたね。中野目徹さんは，大濱徹
也先生（筑波大学名誉教授，元国立公文書館理
事）のお弟子さんですが，非常に優秀な研究者
です。国立公文書館におられて，いまは筑波大
学の大学院人文社会科学研究科の教授になって
おられますが，日本におけるアーキビストの草
分けの 1 人ではないかと思います。中野目さん
はいろいろな本を書いておられますので，皆さ
んもご存じだと思うのですが。今話しましたよ
うな経緯で，国立公文書館と関係するようにな
りました。

地方自治体史・情報公開との関わり

山中　それからもう一つ，先ほども申しました
ように地方自治体史の編纂委員をしたことも非
常に研究に役に立ちました。自治体史の編纂に
関わることによって，いままで関心のなかった
問題にも関心を持たざるを得ないことになりま
した。それはなぜかというと，地方自治体は，
法制史の立場から見ると，公私法全般に関わる
いろいろな行財政をやっているわけですね。で
すから，地方自治体史の編纂に携わって執筆す
る際に，自分はここが専門だから，ここだけや
らせてくれというわけにはいきません。これは
阿部先生もよくご存じだと思います。すると，
自分の専門ではないことも勉強せざるを得ない
んです。それがまた逆に自分の研究を深めるこ
とがあり得るわけです。ですから，そういう点
でも地方自治体史の編纂委員をしたことは，私
にとって研究を深めるうえで非常に役に立った
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と，自治体史の編纂に従事することによって，
自分の研究を助けてもらったと言えますね。
　また，高槻市史の編纂をして，近現代の行財
政史部門を担当したことによって，高槻市が情
報公開条例をつくる際に，山中は高槻市の近現
代の公文書をよく読んでいるはずだということ
になりました。公文書を公開することが情報公
開の趣旨だから，私は市の情報公開条例を策定
する委員会の会長になってもらえないかと頼ま
れまして，会長をしました。そして会長の仕事
が終わったら，次は情報公開審査会，あるいは
個人情報保護審査会の委員になれと頼まれて，
昭和 62 年から平成 10 年度まで 12 年間も会長
をやりました。その間，個人情報保護審査会
で，全国で初めて内申書を開示すべしとする答
申をしました。次いで，大阪府忠岡町の情報公
開審査会・個人情報保護審査会の委員・会長を
頼まれ，今も続けています。
　ですから，そういう経緯で自然と情報公開と
か個人情報の保護の問題について関心を持たざ
るを得ないし，そういうことを勉強せざるを得
ない環境に置かれたということですね。そのこ
とによって論文を書くこともできるようになり
ましたし，関西大学の法学研究所で，情報公開
について，そういう分野の専門家もおられる研
究会で話をすることにもなりました。私は必ず
しも理論として情報公開を専門に研究している
わけではなくて，実践を通じてやっていますか
ら，そういう実践から得た経験に基づいて話
しました。それらは，拙稿「情報公開と地方
自治」（平成 10 年度第 45 回北陸・東海・近畿
三地区共催都市整備事務研修会速記録），拙稿

「情報公開，監査制度と地方自治―「知る権利」
を焦点として―」（『追手門経営論集』5 巻 2 号，
1999 年），拙稿「情報公開，監査制度と地方自
治―外部監査制度を中心に―」（『ノモス』12
号，関西大学法学研究所，2001 年）として発
表しています。
　高槻市の情報公開審査会・個人情報保護審査

会の委員には，情報公開の分野の専門家でもあ
る松井茂記さん（当時大阪大学教授，現大阪大
学名誉教授・ブリティッシュ・コロンビア大
学）がおられましたし，刑法の分野で生田勝義
さん（立命館大学教授），民法の分野では加賀
山茂さん（当時大阪大学教授，現明治学院大学
教授），千藤洋三さん（関西大学教授）が，ま
た弁護士の平野鷹子さん，白石玲子さん（憲
法・女性学，当時神戸市看護大学助教授）がお
られましたから，いろいろな点で教えられるこ
とが非常に多かったと思います。松井さん以外
は，皆さん阪大法学部か，阪大大学院法学研
究科出身です。忠岡町の委員も，大江洋一さ
ん（弁護士，大阪市大特任教授）以外は，中尾

（敏充）さん（日本法制史），三吉修さん（行
政法・憲法，和歌山大学教授），川崎和代さん

（憲法，大阪女子学園短期大学教授）は，阪大
法学部か，阪大大学院法学研究科出身です。こ
のように公的な委員になることによって，逆に
勉強するとか，こういう世界もあったというこ
とがよく分かることもありました。
　学術会議も第 5 常置委員会で学術情報や公文
書館にかかわる仕事をし，国立公文書館でも大
阪府公文書館でも仕事のお手伝いをし，また伊
丹市史をはじめとして自治体史の編纂にも関
わったということが，自分の学問研究の成果を
社会に還元するという意味で，社会奉仕という
言葉を使いますと，単なる社会奉仕ということ
ではなく，いろいろな意味で自分の学問を深め
るうえでも非常に役に立っていると感じていま
す。単に私が日本法制史の研究だけやっていた
場合よりも，私の研究を深める点では非常によ
かったと思っています。

鑑定について

山中　もう一つ私は思うのですが，これは阿部
先生もお感じだと思いますが，一般に歴史学と
いうのは，現実問題とかなり離れていると思わ



大　阪　大　学　経　済　学 Vol.61 No.4－ 82 －

れがちなんですね。決してそうではないんで
す。現代史という研究分野もあるように，現在
も歴史学の一つのテリトリーに入るわけですか
ら。しかし，一般には歴史学は現実問題とはか
け離れた学問だと思われがちです。しかも歴史
研究の中には，現実問題と直接結び付かない研
究もあります。
　しかしながら私は，たまにではありますけれ
ども，民事関係の事件についての鑑定意見を頼
まれることがあります。中野貞一郎先生から，
ご友人の菅生浩三弁護士がやっておられた伊勢
講の講有地の所有権をめぐって争われた訴訟の
鑑定を頼まれたことがきっかけです。この訴訟
は，一審で敗訴していたので緊張しました。相
前後して，大阪地方裁判所堺支部からも，池
敷・堤塘をめぐる訴訟について鑑定書を提出す
るよう依頼されました。これは，大江洋一弁護
士がやっておられた訴訟です。鑑定書は，いま
までに 10 件以上頼まれて書いていますけれど
も，そのことによって，自分が現実に起こって
いる訴訟に，法制史的な観点を活用しながら関
わっていくことになったわけです。裁判は，勝
つか負けるかの問題ですから，自分の鑑定意見
が採用されて勝訴するか，しないかということ
は，いわば自分の研究者としての力量が裁判に
おいて認められるか，認められないかというこ
とにもなります。また，一般に現実の問題とは
無縁だと考えられている歴史をやっている，あ
るいは法制史をやっている人間が，現実に起き
ている事件について鑑定意見を述べるかたち
で，勝つか負けるかの闘いにある意味で参加で
きるという点で，また現実の民事事件と法制史
の問題との関連を考えるうえで，非常に良い機
会を与えられたことになりますね。
　これは法制史だけではなく，経済史の方もそ
ういう機会があると思います。鑑定書を書くこ
とはしんどい仕事です。判決の日なんて，前の
晩は眠れません。自分の理論が否定されるの
か，認められるのかの問題でもありますから

ね。そういう鑑定という仕事も，やはり私に
とっては，しんどいですが良かったのではない
かと思いますね。
　というのは，どういうことかと申しますと，
裁判というのは勝てば官軍なんですよ。例え
ば，歴史学研究者からみてどんなにむちゃなこ
とを言っていてもね。だから，やはり法制史学
者や歴史学者がそれに参加して，きちんとした
意見を言っておかないと，裁判における真実の
発見ができない場合だってあると思うんです。
法制史学者や歴史学者が裁判に参加しなけれ
ば，弁護士が知ったかぶりして言うと，裁判官
は，その弁護士の知ったかぶりをそのまま認め
てしまうという場合だってあり得るわけです。
　実例を簡単に要約して申しますと，池の敷地
の所有権をめぐる事件において，近世の時代に
Ａという小藩の領域内の村の中に造られた池
で，その池の敷地が他のＢ藩の領域内にある村
が所持することは，原則的にあり得ないわけで
すね。常識的に考えても分かります。しかも，
その池の敷地が，その敷地を領域とするＡ藩の
領主の本拠ともいうべき陣屋（小さい藩なので
城を持っていない）のあった村にあるというよ
うな場合は，やはりその池の敷地は，その池の
ある村が所持しているということは，当然のこ
となんです。仮に，その池の水を他のＢ藩領域
内の村が引くということはあり得ても，Ａ藩の
領主の陣屋が所在する村にある池の敷地を他の
Ｂ藩の領域にある村が所持することは，原則あ
り得ないわけですね。すべての弁護士，裁判官
がそうだとは決して申しませんが，そういう当
たり前の原則が，裁判では弁護士の中にも，裁
判官の中にも分かっておられない方がおられる
んです。近世史の知識を持っていれば，江戸時
代の封建領主制のもとで，Ａ藩の領主の陣屋が
所在する村にある池の敷地が他のＢ藩領域内の
村の所持になる，そういうことは原則的にあり
得ないことが分かるわけですよね。
　つまり，Ａという藩主の領域内の村の土地
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を，Ｂという藩主の領域内の村が所持するとい
うことは，その村がＢ藩の飛地である場合以外
には原則的にあり得ないわけです。一国領域支
配ですから。しかし，実際の裁判ではＡという
藩主の領域内の村の土地が，Ｂという藩主の領
域内の村が所持している土地であるというよう
なことが平気で主張されている場合もあるわけ
ですね。だから，法制史学者や歴史学者が関与
しなければ，その主張はそのまま通ってしまう
ということだってあり得る。いわば，実定法だ
けを知っている裁判官と弁護士がお互いに争っ
て，主張が強いほうが勝ってしまうことだって
現実にはあり得るんです。
　また，土地が登録されている土地台帳の見方
も分からない箇所があるんです。明治時代に作
られた土地台帳には，それを所管する法務局に
問い合わせても，その見方が分からないところ
があるんです。その見方は，当時の法史料から
判断するほかありません。これは，法制史の領
域です。
　だから，現実の問題に無縁な学問をやってい
ると一般に考えられている法制史学者や歴史学
者も，裁判で意見を求められるような機会があ
れば，積極的に参加することも私は必要ではな
いかと思います。また，私がこのような鑑定や
潮見俊隆先生や利谷信義さんに勧められて入会
した日本民主法律家協会（大阪支部）を通じ
て，弁護士さんと親しくなったりしたことが
きっかけで，昭和 60（1985）年に大阪弁護士
会から頼まれて『大阪弁護士会百年史』（大阪
弁護士会，1989 年）の監修（指導・助言）を
することにもなりました。執筆者の中には，阪
大法学部出身の安富巌さん，岩本洋子さんら 2
人の弁護士がおられました。阪大法学部出身
で，大阪弁護士会会長の鎌倉利行さんからは，
自分が会長をしている間に『百年史』を出版し
て欲しいと頼まれていましたが，かなわず申し
訳ないことをしました。しかし，私は，この

『百年史』の監修作業を通じて，弁護士制度史

を研究することもできました。このように『大
阪弁護士会百年史』の監修をすることが，自分
の学問研究を深めるということだってあり得る
わけですし，新しい問題をそこから発見すると
いうことだってあり得るわけですから。そうい
うことが社会奉仕と言えるのかどうか分かりま
せんが，いろいろな意味で社会的な問題にかか
わるということは，研究者として必要ではない
かと私自身は感じています。私は，このような
考えを皆さんにもっと分かっていただきたいと
思って，これまで書いた鑑定書のいくつかを論
文にした『民事裁判の法史学―村と土地の裁判
と法―』と題する著書を平成 17（2005）年に
法律文化社から出しました。
中尾　すみません。いま 4，5 の項目を一緒に
お話されたというふうに理解してよろしいで
しょうか。
山中　文書館・公文書館のことですか。
中尾　はい。では 5 の項目について，お話をお
聞きしてよろしいでしょうか。何かご質問とか
あれば。では，よろしくお願いします。

公文書館について

山中　では文書館・公文書館について申します
と，私は歴史文書，特に公文書を残さなければ
ならないということの原点は，公文書は税金に
よって作られたものだということだと思うんで
すね。国立大学だって，皆，税金によってでき
ているわけですし，税金によって運営されてい
る。もちろん寄付金もあるかもしれませんけれ
ども，主に税金によって運営されているわけで
すから，大学の文書館も，ある意味で公文書館
だと言えるわけですね。アーカイブズだと言え
るわけです。
　ですから，まず公文書は，むやみに捨てるも
のではないということですよ。公文書は，いわ
ば国民の財産ですから，それをむやみに棄てる
ことは，国民に対する背信行為です。また，平
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成 21（2009）年 7 月に公布され，平成 23 年 4
月に施行される「公文書管理法」も，後世に残
すべき対象となる歴史資料として重要な公文書
その他の文書と言われている歴史公文書等は，
そういう意味でむやみに廃棄すべきものではな
いという趣旨で制定されていますよね。
　さらに，公文書館に保存されている歴史公文
書というのは，単なる歴史史料ではないと思う
んです。それはどういうことかと申しますと，
歴史公文書等というのは，100 年先，200 年先，
あるいは 1000 年先を見通して残さなければな
らないものだということですね。例えば，今こ
の文書はまったく必要がないと思われるような
文書でも，100 年先，200 年先，あるいは 1000
年先になれば非常に重要な文書になるかもしれ
ないからです。
　よく言われていることですけれども，これは
公文書ではありませんが，あるストリップ劇場
の広告があるとします。今はこんなものを保存
していてもしかたがないものです。掃いて捨て
るようなものかもしれないのですけれど，これ
が 100 年先，200 年先，あるいは 1000 年先に
なれば，当時の文化なり風俗の一端を知る非常
に重要な史料になるわけです。
　ですから，単に歴史の史料を残すというよう
な観点だけではなくて，いろいろな意味で 100
年先，200 年先，あるいは 1000 年先を見通し
て文書を残すという姿勢が，やはりアーカイブ
ズを考える際には非常に重要なのではないかと
思いますね。それが単なる歴史史料を残すとい
う観点とは異なる視座といいますか，そういう
ものをアーカイブズは必要とするのではないか
ということが，いま申しました趣旨です。ほか
にもいろいろありますけれども，簡単に言え
ば，そういうことになるだろうと思います。
中尾　現在，2 つの問題点があるように思いま
す。一つは，大阪府の公文書館を設置・準備す
る際にも小委員会でいろいろ議論がありました
が，いわゆる情報公開と結び付けて考える場合

に，公開を前提にしますと，作成される公文書
などがかなり簡略されていく。阪大の法学部の
教授会の議事録もそうなんですが，大学紛争の
前と後では議事録の記述内容が違います。特に
最近は情報公開，いわゆる行政文書の公開を前
提にするため，結局，議事録の大半が一般的に
は，「資料に基づいて説明があり承認された」
という記述なんですね。
　確かに，決まった内容は，その資料を見れ
ば，こういうことが決まったと分かるのです
が，どういう議論があったのか，あるいはそれ
に対して，どういう反対意見があったのかも含
めて，その経緯の中でどうのように決まったの
かが一切分からなくなってしまう。それを今後
どう考えるかということ。
　もう一つは，これは阿部先生も気にされてい
ますけれども，つまり理系の発想から，結局，
電子化するということです。これは便利なこと
は便利なのですね。瞬時に見ることができるけ
れども，それによって従来の公文書の，つまり
紙ベース，実際作成した印鑑を押しているもの
で残るものと，そういうかたちで電子化された
ものが残る。その辺について，先生はどのよう
にお考えなのか。
山中　文書の電子化の問題は，いま簡単には
答えられない難しい問題ですね。端的に言え
ば，まず従来の歴史的公文書を残すのと同じ基
本理念に基づいて残すべきであるという姿勢が
必要でしょうね。ただ，情報公開のために文書
の記述が非常に簡略化されているということで
すが，それは，いますぐに公開されて何らかの
問題が起きると困ると考えられている事由もあ
るからではないでしょうか。これは，いわゆる
お役所やお役人の通弊でもあります。したがっ
て，歴史公文書等に入るようなものは，公開し
ない一定の期間を，原則 30 年とか 50 年とかす
ることがきちんと定められているんですね。
　ですから，そういう一定の非公開の期間をき
ちんと定めて，文書の性質によって，30 年な
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り 50 年なり，ある一定の非公開の期間をおい
てから公開することによって，文書の記述が簡
略化されたり，個人のプライバシーなどに悪い
影響を及ぼすようなことを避けるようにするこ
とができるのではないかと，私は思います。
　そういう一定の非公開の期間を置くという原
則なく，どんどん公開していくということをや
れば，いま中尾さんが言われたように簡略化し
て，お役所やお役人がなるべく責任をとらされ
ないようにしておこうというような姿勢が出て
くるのは，お役所やお役人の現状では，致し方
ないと思いますね。ですから，一定の非公開の
期間を置くという原則は，きちんと堅持するよ
うにして，もちろんすぐに公開しても影響のな
いものや，すぐに公開しなければ民主主義の根
幹を守れないというようなものは公開してもい
いと思いますが，原則的には一定の非公開の期
間を置くという仕組みが既に出来ているんで
す。しかし，そういうことを周知しておかない
と，歴史公文書等を残すことは難しいのではな
いかと思いますね。
　私が外国の公文書館で通ったのは，イギリス
の，今はナショナル・アーカイブズ（National 
Archives）と言っていますが，私が通っていた
ころはパブリック・レコード・オフィス（Public 
Record Office）と言われていたころです。そ
こで本当に感心したのは，公文書がドラフト

（Draft）から残されていることです。ですから，
その公文書が作られる過程も分かるわけです
ね。いろいろな修正の経過まで分かるんです。
　また，もう一つ感心したのは，会議に用いら
れたと思われる文書は，同じ文書が何通か残さ
れているということです。おそらく会議で，各
自に配付された同一の文書が全部残されている
のではないかと思います。面白いと思ったの
は，例えば会議の際に王様に配られたと思われ
る文書には，「キング（king）」とかいう文字が
書いてあります。所々汚れていて，明らかにこ
れは王様の手あかだなということが分かるよう

なものもありました。ですから，会議で配付さ
れた文書も，たとえ内容が同じものであっても
できるだけ保存されているのではないかと思い
ます。このように，貴重と考えられる文書が
きっちりと残っているのは，やはり歴史的公文
書に一定の非公開の期間が置かれていて，それ
がきちんと守られているからこそ，残るのだと
思います。
　ただ，先ほど話に出された文書の電子化の場
合はどうしたらいいか，これは今後，真剣に
検討しなければならないことだと思いますし，
ちょっとしたミスで簡単に消えてしまうという
ことだってあり得るのではないかと思うんで
す。また，ドラフトなんかは残りにくいんじゃ
ないでしょうか。もしそういうことになると，
完成した公文書は残るとしても，その成立の過
程をたどることが難しい場合も出てくるのでは
ないかと思いますね。だから，このような問題
は，アーカイブズの問題をこれから考えていく
際に，皆さんで議論して，どう対処していくか
を真剣に考えなくてはならないのではないかと
思いますね。
　今，私は入っていませんが，アーカイブズ学
会というのができたようですし，むしろ菅さん
のほうが，そういう問題には詳しいかもしれま
せん。もし菅さんのほうで何かご意見があれ
ば，この機会に教えていただけたらと思います
が。
菅　今回の「公文書管理法」が，政令・ガイド
ラインの素案も先日公表されましたけれども，
わりと内閣府のほうが頑張って，経緯から残そ
うということは言ってくれているので，これか
らできれば実体化していってもらいたいなとい
うふうには思っています。ただやはり，文書に
対する公務員の考え方が変わらないと難しいと
は思います。
山中　私も「公文書管理法」は良いと思います
よ。「公文書管理法」は，従前より公文書館の
コンプライアンス確保のための仕組みがとられ
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ている点は評価できるのですが，まだ不備なと
ころもあるんです。さらに整備されることも必
要だと思います。
　それから，菅さんもご存じだと思いますけれ
ども，「公文書館法」に関して平成元（1989）
年 6 月 1 日に出された内閣官房副長官の「公文
書館法の解釈の要旨」というものがあるんです
ね。それには，公文書館にとって専門職員は非
常に重要だということが書いてあります。専門
職員を「中核的な業務を担う職員」だと位置づ
けているんです。けれども，では，公文書館の
専門職員を積極的に養成するような公的な機関
や組織を国が十分考えているかというと，考え
ているとは言えません。国立公文書館や国立史
料館（国文学研究資料館）では，公文書館の専
門職員の養成課程の講座が開かれたりして努力
はされています。私もその両方で講師をしたこ
とがありますが，もっと充実されなければなら
ないと思います。
　学習院大学で公文書館の職員を養成する大
学院の課程ができたそうです。そういった学
校もぼつぼつできているようです。大阪大学
もお考えになっているかもしれません。そし
て仮にそういった大学院ができて，「公文書館
法」や「公文書管理法」に則って公文書館がど
んどんできてくれば，卒業生の就職先もあるか
もしれません。富山市に公文書館ができたよう
なことも聞いていますが，一般的には，今の地
方自治体の財政状況の下では，国の財政的補助
でもないかぎり，公文書館を作ることは，非常
に難しいと思います。私の経験したことで申し
ますと，私は市史の編纂に関わったこともあっ
て，兵庫県伊丹市の依頼で，平成元（1989）年
から 2 年にわたって，文書館設置の基本構想を
作成する専門委員会の仕事（委員長）をしまし
たが，結局，文書館は設置されず，代わりに国
の財政的補助を受けることができる博物館が設
置されました。これも，（公）文書館の設置に
国の財政的補助がないことによるものと思いま

す。
　ただ，国立公文書館だけは，充実の方向に向
かっているという話は聞いています。専門職を
増員したりするような予算要求をしているとい
うことも，この間，館長の高山（正也）さんか
ら聞きました。国の方は，かなり積極的で，特
に前の福田康夫総理が積極的だったわけです
が，民主党政権は，どういうふうに公文書館の
問題をやっていくのか。本来ならば積極的にや
らなければならないはずなのですが。公文書館
の充実は，国だけが一生懸命にやっても，地方
自治体が公文書館を作ることにもっと積極的に
ならないとできないと思います。
　この間，私は，堺市の竹山修身市長に会う機
会があったので，「堺市も政令指定都市なんで
すから公文書館をつくってください」と言った
んです。真剣に耳を傾けてくださったようなん
ですが，なかなか日程に上ってこない。ただ重
要なことは，早くやらないと歴史的な公文書が
散逸してしまう恐れがあるということですね。
それから，地方自治体の公文書館は単に歴史公
文書等だけではなく，後ほど，スペインの地方
の公文書館や文書館の例を挙げて話したいと思
いますが，その地域にある在地の史料を保存す
るという役割も持っていてしかるべきだと思い
ます。私文書の中には，公文書に類する文書が
交じっていることもあります。そういう史料が
現在，どんどん失われていっているのが現状な
んですね。
　だから，「公文書管理法」ができた機会に，
やはり地方自治体に公文書館の設置を義務付け
る。そこまでいかないと，なかなかね。「公文
書管理法」も第 34 条で，地方自治体にはこの
法律の趣旨にのっとってやってくださいという
努力義務を規定しているだけであって，義務付
けるところまでいっていないわけですね。財政
難に苦しんでいる地方自治体は，なかなか公文
書館を設置する余裕がないのではないかと思い
ます。したがって，日本で公文書館を発展させ
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ていくことは難しいのではないかと感じていま
す。
　私は，外国へ行く時には，必ず公文書館がど
こにあるか，探すぐらいのことはするんです。
例えばスペインに行っても，ここに公文書館が
あるというと，言葉が分からなくても，ともか
く建物だけでも見に行くんです。バルセロナで
はそうしました。マドリードでは日本人のガイ
ドさんに偶然付き添うことになった元マドリー
ド大学で英・仏語を担当されていた Jurschik教
授という方から，幸いなことにスペインの公文
書館について話を聞くことができました。教授
は，公文書館のことも自分の学問研究の範囲に
入るんだけれど，公文書館のことを自分に尋ね
た日本人は初めてだと喜んでおられましたね。
フィンランドのヘルシンキでも公文書館の建物
を見たりしましたけど，アメリカのワシントン
D.C.にある国立公文書館やドイツのシュツッ
トガルトにある州と市の公文書館では，入館し
て見学したりしました。シュツットガルトで
は，わずかな時間でしたが，公文書館の人と話
すこともできました。
　こうして見聞した中で，日本の公文書館や文
書館が見習わなければならないと思ったのは，
スペインの地方の公文書館・文書館では，その
地方で作家やその他の活動をしたり，地域に貢
献したりした人々の文書史料も収集され，保
存・公開されていることでした。一部の日本の
公文書館や文書館では，ある程度はそういうこ
とも行われているようですが，もっと積極的に
行わなければならないと思いました。そのよう
な文書史料は，ある意味では，その地方の行政
の対象であった人々や風土が生み出したもので
あり，その地方の文化・風土を知るうえで大切
な史料として保存すべきものです。公文書館だ
から公文書さえ保存・公開しておけばよいとい
うような考え方は，その地方の人々や文化・風
土を大切にしないことにもつながるのではない
かと思いますね。このように外国の公文書館に

接してみると，やはり日本の公文書館は一般的
に言って諸外国，特に先進諸国に比べていろい
ろな意味で遅れていると言えます。そして公文
書館に対する一般の人々の関心も非常に低いと
思います。
　外国で公文書館に対する一般の人々の感心
が高いと感じたことがあるんです。私が，パ
リの国立公文書館を訪ねた時，ＪＴＢの案内
書には公文書館の所在する位置にヒストリカ
ル・ミュージアム（Historical Museum）と書い
てあったんですよ。だから，私は自分が泊まっ
たホテルの受付で公文書館へ行く道を教えても
らおうと思って「ヒストリカル・ミュージアム
に行きたい」と言いました。するとホテルマン
が「いや，これはヒストリカル・ミュージア
ムとは違います。ナショナル・アーカイブズ

（National Archives）です」と言うんですよ。そ
れほど，ナショナル・アーカイブズというのは
一般の人々によく知られているんですね。
　もちろん，公文書館は歴史博物館と同じ場所
にあるんです。同じ場所にあるから，おそらく
ＪＴＢの案内書には，公文書館と書いても日本
人にはファミリアではないから歴史博物館と書
いてあるのだと思うのですが，フランスでは，
ホテルマンのような公文書館にあまり縁の無い
と思われるような人にとっても，ナショナル・
アーカイブズが定着しているんだと感心しまし
た。
　私が国立公文書館の公文書館専門職員養成課
程の講座でその話をすると，皆さん笑っておら
れましたけど，諸外国，特に先進諸国では公文
書館，アーカイブズというのは一般の国民に定
着しているのではないかと思います。日本では
図書館とか博物館というのはある程度一般の国
民の方々に定着していても，公文書館・文書館

（アーカイブズ）は，一般の国民の方には定着
していないのではないかと思いますね。そうい
う点でも，やはり日本は，諸外国に比べて遅れ
ていると思います。
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　先ほども申しましたが，公文書館の専門職員
の養成の講座も，国立公文書館とか国立史料館

（国文学研究資料館）ではやっておられますけ
れども，必ずしもスムーズに受講者を集められ
ないということもあって，国立公文書館でも専
門職員の養成課程をどういうふうに運営してい
くか苦心され，いろいろと工夫されているよう
です。そういう現状では，日本において公文書
館は，なかなか発展していかないのではないか
と思いますね。
　そういう現状にあって，大学文書館というの
は一定の大きな役割を果たすのではないかと思
います。この間，京都大学へ行きましたが，京
都大学では，すでに文書館ができていますね。
大阪大学も文書館をつくる準備をされていて，
今日の私に対するインタビューもそのために行
われたとのことですが，文書館で「歴史公文書
等」を蒐集，公開するだけでなく，大阪大学史
というんですか，そういうものを編纂する一つ
の拠点と言いますか，そういう拠点にも文書館
をすればよいのではないかと思います。そのた
めには，大阪大学の運営に当たられた総長クラ
スの方々の私文書も，大学に関連するものは蒐
集・保存し，公開する努力も必要だと思いま
す。

阪大生へのメッセージ

中尾　最後に先生から，いまの大阪大学の学生
へのメッセージというか，お言葉をいただけれ
ば幸いです。よろしくお願いします。
山中　私がいまの学生諸君を見ていて思うの
は，彼らには戦争体験がないということです。
彼らはもちろん戦後に生まれているからそもそ
も無理なことですが。しかし，私は徴兵されて
軍隊に行った経験はないんですが，先ほども申
しましたように，戦災で家が丸焼けになり，着
の身着のままで焼け出されました。焼夷弾の火
の海の真っ只中を逃げたり，米軍機から機銃掃

射されたりしましたが，九死に一生を得まし
た。平和とか，人の権利がまったく無視されて
いた戦前の生活を体験しているわけです（詳し
くは，岩野英夫「聞き書き・わが国における法
史学の歩み（八）―三浦澄雄先生にお聞きす
る―」『同志社法学』第 62 巻第 5 号，2011 年，
219 頁以下に「戦争研究と私の学問研究」と題
する私の小文が載っていますのでご覧くださ
い）。当たり前のことですが，そういう体験が
今の学生にはまったくありません。だから，や
はり，そういう体験をわが国が過去に惹き起こ
した無謀な戦争によってアジア諸国ほかの人々
に対して甚大な被害と苦しみを与えたことに対
する深い反省のうえに立って，今の学生にきち
んと教え込むべきだと思うんです。もちろん，
これには，現在のわが国が主権国家としての国
益を守るために，どのような国に対しても主張
すべきことは主張するということを当然の前提
として教えることも忘れてはなりませんが。
　私は，ご承知のように歴史学の一分野である
法制史，特に日本近代法史を専攻しております
ので，今申したような学生教育のあり方を考え
ているのかもしれません。講義によっては，今
申したようなことを直接学生に教える必要のな
い科目も当然あるでしょう。しかし，たとえど
のような学問研究の分野であっても，およそ学
問研究というのは，本来は，人権を向上し，強
化するとか，平和を護持するとか，いわば人々
の幸福や福祉を発展させるためにあるわけで
す。そのような学問研究に対する基本理念に基
づいて，学生を教育していただくことが大事だ
と思います。このようなことを申しますこと
は，先生方に対して僭越で，釈迦に説法かと思
いますが，お許しください。
　続いて，今申しましたことを前提として，学
生諸君へのメッセージを申します。まず，学生
諸君には，できるだけ外国に目を向けてもらい
たいということです。私も自分の学問的な視野
が広がったのは，文部省の在外研究員として 1
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年間留学させていただいたことが大きな契機に
なっていると思います。私は主としてアメリカ
とイギリスと，一部は社会主義時代のハンガ
リーへ行きました。ハーバード大学の東アジア
研究センターとロンドン大学のアジア・アフリ
カ研究学院とブダペスト大学法学部ですが，そ
の中で本当にいろいろなことを学ばせてもらい
ました。
　ブダペスト大学では 1 カ月の滞在でしたが，
社会主義とはどういうものであるかも体験しま
したし，イギリスとアメリカがどういう点にお
いて違うかもおぼろげながらも分かったように
思います。特によかったのは，イギリスの公文
書館で日本関係の文書を閲覧することができた
ことです。それはどういうことかと申します
と，例えば駐日英国大使館から，いろいろな報
告書が，秘密のものも含めてイギリス本国へ送
られてきています。それらを読むと，それぞれ
の時期の日本をイギリスがどう見ていたかとい
うことがよく分かるんです。
　よく歴史学では，世界史的な視野から考察し
なければいけないと言いますね。しかし，日本
の史料だけで世界史的な視野なんて言っても，
やはり限られてくるわけです。これはイギリス
だけではなくて，フランスやドイツの公文書館
にもその国の駐日大使館から送られた報告書が
あると思うので，そういうものを見ることに
よって，いわば客観的に，諸外国が日本をどう
見ていたかということも分かると思うんです。
　また，日本の学生諸君にとっては，意外と
思われるかもしれませんが，外国の大学図書
館などには，日本の文書史料が所蔵されてい
る場合もあるんです。私が見た事例で申しま
すと，米国ではハーバード大学の燕京研究所

（Yenching Institute）の図書館，ハーバードロー
スクール（Harvard Law School）の東アジア法
研究所（East Asian Legal Studies），米国議会図
書館などにそのような日本の文書史料がありま
した。米国議会図書館の旧内務省関係の地方自

治立法史料の一部は，先ほどお話ししました
『近代日本地方自治立法資料集成』4・5 に収録
しています。英国では，大英図書館のOriental 
Manuscript Section，オックスフォード大学の
ボードリアン図書館（Bodlean Library）の東洋
書籍部門（Department of Oriental Books）など
に日本の文書史料がありました。これらの文書
史料には，日本では見られないと思われるもの
もあります。私は研究に必要なものは蒐集して
きましたが，日本の学生の皆さんにとっては，
閲覧するだけでも楽しいと思うんです。興味の
ある方は，拙稿「米英における日本法史資料と
研究の現状」（『阪大法学』116・117 号，1981
年）をご覧ください。
　たとえそういう文書史料を見たりしなくて
も，外国へ行って異文化に接することは，いろ
いろな意味で日本の立ち位置を自分なりに自覚
することに非常に役に立つと言えますね。例え
ば，私は，戦後，私たちが強い影響を受けてき
た，国際社会に対する米国中心の見方のほかに
も，もっと多様な見方があるんだということ
を，留学などの機会に改めてはっきりと自覚す
ることができました。ですから，いろいろな機
会をとらえて，外国に目を向け，できれば留学
というような機会を通じて外国を学ぶことが必
要ではないかと思います。
　それから阪大の法文経学部の歴史は，今年で
何年になりますか。
中尾　62 年ですかね。
阿部　60 周年記念を 2 年ほど前に祝いました
ね。
中尾　そうですね。
山中　62 年って長いと言えば長いですが，東
北大学とか東大とか京大とか九大に比べれば短
いです。だから，そういう古い大学が蓄積し，
挙げてきた業績に，勝ち負けの問題ではありま
せんが，劣らないような業績を阪大の出身者が
挙げるということが大切です。
　戦前からあった阪大の理系学部は，戦前，戦
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後を通じて優れた学部として評価されていると
思いますが，先ほどもお話ししましたように，
法文経学部が設置されたはじめの頃は，阪大に
法文経の学部があることすらほとんど知られて
いないような状態でした。阪大の法文経の学部
は，そのような状態から出発して，国や大学当
局の尽力があったことはもちろんですが，卒業
生たちがそれぞれの分野で頑張ってきたからこ
そ，現在があると思うんです。そういうことを
学生諸君には，常に心にとめておいていただき
たいと願っています。
　それはどういうことかと申しますと，私たち
は法文経学部だけではなく，後（昭和 47 年）
にできた人間科学部，戦前からある理系学部，
戦後に設置された理系学部や平成 19（2007）
年に一緒になって外国語学部となった大阪外国
語大学を含む先輩卒業生の努力もあって，優れ
た評価を与えられている大阪大学という学校に
在学し，卒業したか，卒業するんです。だから
私たちは常に大阪大学というものを背負ってい
るわけですね。そういう自覚を，今の阪大の学
生には持っていただきたいんです。阪大の出身
者には，社会から批判されるようなことをする
人はいないとは思いますが，まったくないとは
言えません。そういう人は，阪大出身であると
いう自覚が足りないからだと思います。阪大の
卒業生がしたことは，良くも悪くも阪大に返っ
てくるんです。
　極端に言えば，私たちは，死ぬまで阪大を背
負っているという自覚が必要ではないかと思い
ます。だから，阪大の学生諸君には，そういう
気構えでいていただきたいと願っています。こ
のような自覚を持ち，気構えでいることは，阪
大というものの社会的な位置を高めることにも
なるし，また現役の学生諸君や卒業生たちが大
いに活躍できる基盤をお互いにつくることがで
きることにもなるのではないかと思います。
　阪大を離れてみれば，いろいろな点でそうい
うことを感じます。これはまったく余談です

が，私が通っているスポーツクラブなどにも阪
大の卒業生がいるんです。そうしたら，仲良く
なって『大阪大学経済学部 50 年史』を自分は
読み終えたからと私にくださったり，また他の
卒業生の方からスポーツクラブの仲間と一緒に
食事をしようかと誘われたり，自分は経済学部
の公開講座を受けに行ったが，次は法学部の講
座も受けたいから，法学部長にどういう公開講
座が法学部にあるのか尋ねておいて欲しいと，
昨日，頼まれたばかりです。
　ですから，そういうかたちで，やはり阪大の
卒業生というのは，常に自分の学校を懐かし
み，お互いに親しんでいるわけです。卒業して
からも，そういう一種の阪大村出身であるとい
うことを自覚するような学生になってほしいと
思います。これは，もちろん他の人たちを排除
するという意味では決してありませんが。
　大学というのは一種のコミュニティーですか
ら，阪大の学生にとって私が良いと思うのは，
阪大が総合大学であるということなんです。単
科大学では，その同じ専攻の仲間しかいない。
ところが総合大学では，例えば，法学部の学生
が経済学部の学生と話しができる，文学部の学
生とも話しができる，医学部の学生，理学部の
学生，工学部の学生とも話すことができる。こ
れはいろいろな意味でたいへん視野が広がるこ
となんです。そういう点でも，やはり学生が学
部を越えてお付き合いすることも，お互いに自
分自身を高めるという点では良いのではないか
と思います。取り敢えず，今申してきたような
ことを大阪大学の学生諸君へのメッセージとし
て送りたいと思います。
　今日は，インタビューをしていただいて，昔
のことや忘れかけていたことなどを思い出すよ
い機会になりました。感謝しています。随分前
のことですので，不正確なことや記憶違いもあ
るかもしれません。また，失礼なことも話して
いるかもしれません。もしそういうことがあれ
ば，お詫び申し上げます。ただ先にもお話しし
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ましたように，私は公文書館の仕事もしており
ますので，日頃，文書を残しておくことがどん
なに大切かを痛感しております。残念で，悲し
いことですが，私と同期で阪大に残り，同じく
教授となった友人たちは，皆さんが亡くなって
しまわれました。私は，阪大で喜びも，悲しみ
も分かちあった友人たちのためにも，私の憶え

ているかぎりのことを阪大の文書館に残してお
くことが，私の責務であると思っています。私
の意のあるところをお汲み取りいただければ幸
いです。話し足りないこと，まだ思い出すこと
もあるかもしれませんが，時間になりましたの
で，私の話はこれで終わらせていただきます。
ありがとうございました。

　This is a record of the talk of Professor Emeritus Einosuke Yamanaka related to the history of the 
Faculty of Law at the Osaka University. When Professor Yamanaka was Dean of the faculty in 1983-
85, he soon cleared the suspicion that the faculty was related to a corruption case of the university. 
Thereafter he increased the number of students by the institutional changes, created the chair of 
Comparative Legal Cultures, and concluded the inter-faculty exchange agreement with the University 
of British Columbia in Canada. 

　Professor Yamanaka continued to conduct research about legal history, particularly on Japanese 
bureaucracy, local government and family system, often with many excellent scholars not only in 
Osaka University but also in the other universities. He published many academic books and articles, 
and also compiled lots of local histories organized by the local governments.

　Professor Yamanaka worked as a member of the Science Council of Japan during the period 
from 1988-97, and made efforts to establish the archives of Osaka Prefecture. He also promoted the 
disclosure of the governmental information, and often gave legal advice at a court.
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